
最高裁秘書第158号

令和4年2月3日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 』

司法行政文書開示通知書

令和3年12月28日付け（令和4年1月4日受付，第030840号）で申出

のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしました

ので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で6枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（当事者の氏名等） ，公にすることにより法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課(文書室） 電話03 (3264) 5652 (直通）



日付：令和4年1月4日
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既済事件一覧表 集計期間 令和3年11月1日～ 令和3年11月30日

至荏襄羽菅壽菫荏頂蚕菅1－亜再審号番号 法廷 上告人 被上告人 備考
一
|上告受理終局日

IR3･11･2
1R3．11･2

終局区分

決定.(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

準
一
□
｜
口
一
口
一
口
一
口
一
口
一
□
｜
ロ
ー
□

遡
□
｜
□
一
口
一
口
一
□
｜
□
｜
□
｜
口
一
□
’

林道晴

林道晴

林道晴

宇賀克也

宇賀克也

渡違惠理子

深山卓也

山口.厚一

山口：厚

匪
峠
匿
鵬
賑
緬
匪
睡
解

廷
廷
芸
廷
莚
廷
一
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法
法
法

１
、
．
、
、
、

４
．
〃
〃
〃
川

小
小
小
小

３
３
３
３
３
３
１
１
１

第
第
第
第
第
第
第
第
第

裕
一
裕
爾
砺
一
塞
一
華
・
耐
爾
一
嶢

号
号
唱
梶
娼
得
号
号
号
号
号
鍔
娼

７
７
６
３
７
０
７
８
４
．
１
５
９
４

３
７
０
１
１
２
０
３
５
９
７
０
１

９
９
１
．
１
１
１
７
８
８
８
９
１
１

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

㈱
㈱
㈱
㈱
㈱
㈱
㈱
㈱
《
㈱
㈱
㈱
㈱
㈱

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

３
３
３
３
３
．
３
３
３
３
３
３
３
３

〈
洞
今
祠
〈
祠
今
や
今
祠
一
羽
《
洞
今
や
今
祠
今
わ
く
や
《
や
《
わ

１
２
－
Ｂ
ｌ
４
５
－
６
７
ｌ
８
ｌ
９
－
扣
一
洲
一
枢
一
個

５
６

10

枢
一
個

Ｐ
■

＝

R3･11･2

R3･11-2

一

R3･11･2

R3･11．2

R3･11･4

R3･11．4

R3･11･4

→

一
一

←

聖

第1小法廷 深山卓也宮崎朋紀 決定(棄却）R3･11･4 □ □

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

１
１
１

第
第
第

剥
離
一
率

趣
一
識
蔚

蝿
凧
一
燕

魂
師
一
誌

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3･11･4 □
｜
□
一
口

口
一
□

←
R3．11．4

R3･11･4

R3･11．4

R3．11･4

R3．11"4

R3．11．4

R3．11･4

■
塁
｝
一

安浪亮介第1小法廷 鷹野旭 令3年(オ)第1192号14 決定(棄却） ， |■ □

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

１
１
１

第
第
第

皿
↑
一
如
薊

厚
一
厚
証

却
砺
一
”

拠
醗
一
選

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

号
号
号

１
１
１

４
４
５

２

８

１

２
２
２

吋
は
け

》
柵
砺

｜
口
一
□
｜
□
’

幅
一
帽
一
打

決定(棄却）

決定(棄却）
－－

決定(棄却）

口
一
□
｜
□

＝←．

含
〃
一
《第1小法廷 安浪亮介 宮崎朋紀 娼

号
鍔
》

２
２
０

７
０
６

１
１
１
．

第
第
第

；
ｊ
ｊ

付
け
け

年
年
年

３
３
３

〈
祠
《
や
く
や

18 決定(棄却）R3･11･4
□ □

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

譜
調
一
議

罐
評
一
守

轆
罷
一
癖

職
・
藤
彌

｜
’
1

1

1

｜
加
創

９１ 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3o11o5

R3･1.1.5

R3･11"5

R3･1195

一
谷

号
号
号
号
号
号

１
８
１
１
６
２

７
１
３
４
４
６

０
１
１
１
１
１

１
１
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｊ

け
け
け
ば
け
ば

年
年
年
年
年
年

認
識
隷
一
隷
謡
認

式■

第2小法廷 菅野博之 笹本哲朗22 決定(棄却） 因 □

草野耕一本條裕第2小法廷23
一 ＝

決定(棄却）R3･11．5 □｜□
－畢

241第2小法廷|三浦守 高瀬保守
亘疸R3．11．5 1決定(棄却）

第2小法廷 岡村和美 前田志織 決定(棄却）25 R3bll･5
□ □

261第2小法廷|草野耕一 ｜佐野文規 決定(棄却）R3･11､5

□｣_旦

厚木市

災田市 ．

愛知県
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既済事件一覧表 集計期間 令和3年11月1日～ 令和3年11月30日

法廷

第2小法廷

第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

塑
幻
一
犯
一
”
｜
釦

》

林道晴

主任鯛壷官

佐野文規
一

笹本哲朗

中嶌･諏訪

野中伸子

事件番 上告人 被上告人号 備考 上告受理終局日 終局区分 憲法少数

▲
Ⅱ
１
勺
１

号
号
、
調
号

２
２
７

．
１
１
３

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
年

３
２
３

〈
わ
↑
詞
《
わ

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

’R3．11･5 □
｜
□
｜
□
｛
□

口
一
口
｜
口
一
口

R3．11．9
－

R3･11･9

号
号
７
０
９
９
４
７
第
第
ｊ
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
３
３

《
や
今
祠

R3･11･9

第3小法廷 堀内元城
声
■

ｰ

31 決定(棄却）R3･11．9 ■ |■
1

321第3小法廷

弱~犀砺莚
341第3小法廷

露
悪
悪
藤 子

郎
政
政
理

三
安
安
惠

胴
匪
蠅

塞
爾
毒
懐籠駕
|令3年(オ)第1020号

ゴ
ー 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3．11．9

R3･11．9

R3．11｡9

口
一
口
一
□

□
｜
ロ
ー
□
’

辺

第3小法廷 中嶌諏訪
A

|I
令3年(オ)第1047号35 決定(棄却）R3･11.．9 □ |■

｜ ､

361第3小法廷|林道晴G

宮崎朋紀
一一

笹本哲朗

号
号
２
３
８
０
０
１
１
１
第
第
』
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
３
３

〈
や
《
和

國回R3･11d9 1決定(棄却）

"第3小法廷|戸倉三郎 決定(棄却）R3．11．9 |■ □－鋒-．

1 1 1

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

３
３
３

第
第
第

龍
一
議
一
霊

郵
一
麺
一
錘

繕
爾
．
｜
擁

糊
爾
一
裕

令3年(オ)第11.14号 厄
面
面

羽
一
羽
一
㈹

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3．11･9

R3．11．9
－
R3･11･9

□
｜
□
｜
□

号
号
９
２
１
８
１
１
１
１
第
第

』
。
ｊ

オ
オ
く
く
年
年
３
３

《
わ
《
わ

苧一
一

41第3小法廷長嶺安政 中嶌諏訪 号
号
１
４

９
．
９

１
１
１
１
第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
３
３

今
や
〈
洞

決定(棄却）R3．11･9 □ ■～

42第3小法廷|長嶺安政 ｜神谷厚毅 R3．11･9 1決定(棄却） □｜□

渡退惠理子第3小法廷 佐藤政達 令3年(オ)第1214号43 決定(棄却）R3･11"9 □ |■
÷

晴
．道
徹
林
堺
１
１
廷
廷
法
法
小
小
３
１
第
第

４
５
４
４ 堺徹

熊谷大輔 ｜令3年(オ)第1225号 ’ ’ 。亘亘R3．11･9 1決定(棄却）

堀内元城 罎
号
９
０
３
６
１
６
第
第
；
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
２
３

《
わ
￥
〈
祠

決定(棄却）R3･11・11 |■ |■
寸

中嶌諏訪 1令3年(ｵ)第660号
野中伸子令3年(オ)第991号

46第1小法廷|岡正晶
47第1小法廷|深山卓也47

｜
口
一
口
一

R3.11.11 |決定(棄却）
R3.11.1.1決定(棄却）

ロ
ー
■

守

Ｌ
ｌ
卜
ｒ
Ｌ
Ｉ
ト
ー

第1小法廷堺徹 堀内元城，令3年(オ)第1030号48 決定(棄却）R3･11･11 ■ □

第
第
第

１
』
ｊ

オ
オ
オ

号
号
号

１
１
１

１
３
１

㈹
．
｜
打
幻

》
｜
》
謂
一

491第'小法廷
501第1小法廷
51 1第1小法廷

49 華
一
華
燕

識
一
識
諦

鶇
一
誠
一
霧

諏訪

朋紀

哲志

＝

|決定(棄却）
降定(却下）
|決定(棄却）

R3･1．1．11

雨冒両~研

R3．11．1 1

口
一
口
一
□

旦
凹
Ⅱ

－

ロ

名古屋市

独立行政法人都市再生
機構

渋川市
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既済事件一覧表 集計期間 令和3年11月1日～ 令和3年11月30日

T
司

一

法廷 主任裁判官主任胴査官 事件番号 上告人番号 被 備考 ‘上告受理’終局日
IR3.11．11

上告人 終局区分

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

醒
口
一
口
一
口
｜
□

蝿
一
口
一
口
｜
□
｜
□

第1小法廷 安浪亮介 ’山本拓 令3年(オ)第1258号52

～

第1小法廷
一一

第1小法廷

53第1小法廷|岡正晶
54諏爪法廷匝口厚
55第1小法廷|岡正晶

53

54

岡正晶

熊谷大輔
E

川崎直也

令3年(オ)第1262号

令3年(オ)第1264号

R3．11？11

R3･11．11

R3･11.11鷹野旭

佐野文規
一

岡正晶

号
号
６
０
７
９
２
２
１
１
第
第
ｊ
ｊ
オ
オ
く
Ｉ
年
年

、
３
３

今
や
今
詞

~

等F

56第1小法廷|岡正晶 決定(棄却）R3･11．11 □ 口

571第2'1饗三浦守 能登謙太郎|令3年け)第579号

58'第2小法廷鞠耕一本條裕 ｜令‘輔)第725号
591第2小法廷草野耕一堀内元城 ｜令3年(才】第773号
601第2小法廷草野耕一本條裕 ｜令3年(ｵ)第833号
61 1第2小法廷草野耕一一藤哲志 ｜令3年(オ)第903号

58第2小法廷 草野耕一 本條~裕

第2小法廷 草野耕一 一藤哲志

R3．11．"12 1決定(棄却） □｜口 ’
一

決定(棄却）R3．11．12 |■ □

R3･11･12 1決定(棄却）■
R3.11･12 1決定(棄却）

ロ
｜
□

□
｜
□

■

I

｜
’

国

､61 決定(棄却）R3･11･12 ■ |■
･ 1 1 Ⅱ Ⅱ 1 0

62第2小法廷 岡村和美 宮崎朋紀
÷

令3年(オ)第967号 決定(棄却）R3･11．12 □｜□

｜
口
一
・
口
一
口
口

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

２
２
２

第
第
第

蕾
一
誇
一
季

睦
一
睦
一
守

陸
峰
羅

儒
澗
雨

ロ
言
亘
言
自
宕
亘
宕

０
８
１
５

１
３
３
５

０
０
１
１

１
１
１
１

第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く
く
く
く

年
年
年
年

謡
諦
諦
謡

園
一
別
一
的

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R3･11｡12

R3･11．12

R3･11.･12

口
一
・
ロ
ー
□

江

一

＝

菅野博之 笹本哲朗第2小法廷 決定(棄却）66 R3･11．12 □ □
｜’

岡村和美 ｜川崎直也第2小法廷 号
号
８
０
６
８
１
１
１
１
第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
Ｉ
年
年
３
３

《
祠
《
わ

決定(棄却）67 R3．11･12 □ |■

岡村和美 ｜前田志織第2小法廷

第2小法廷

決定(棄却）68 ･ぐ
R3･11．12 □ □

|菅野博之 ｜鷹野

草野耕一宮崎

i三浦守 佐藤

三浦守 船所

|渡邉惠理子堀内
一

|林道晴 野中

|林道暗 堀内
|林道晴 本條

旭
一
噸

号
一
号

６
８

ね
｜
釦

１
１
第
第
ｊ
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
３
３

《
わ
《
わ

一
口
互
口
一
□
｜
□
｜
且
口
亘

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

涜言襄罰

決定(棄却）

的
一
加
一
両
一
泥
沌

R3･11･12

R3．11･12

R3･11．12

R3.1.1.12

-

R3．11．16

－

R3･11．16

R3･11・16

R3．11．16

口
一
口
｜
□
｜
口
一
口
一
口
扁
坦
』
山

廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法

、
、
、
、
、
｝
、

■
■
■
８
口
●
■
■
■
■
●
■
■
■
●
●
■
■
■
毎
●
■
■
■
凸
●
■
■
■
つ

り
、
。
○
″
ロ
、
ロ
グ
●
″
口
●
●
″
ロ
●
″
。

ま
認
塞
鐸
謡
露

沁
一
両
氾
一
乃
刈
一
だ

76

､

や

~

ザ



日付：令和4年1月4日

ページ: ． ・ 4/6
既済事件一覧表 集計期間 令和3年11月1日～ 令和3年11月30B

番喜一選冨主荏蕊羽音『主任鯛 被上告人 ， 備考 上告受理i鍵局日査官 事件番号 上告人 終局区分 憲法少数

第3小法廷林道晴 宮崎朋紀令3年(オ)第1122号

第3小法廷宇賀克也一藤哲志令3年(オ)第1142号

第3小法廷戸倉三郎堀内元城令3年(オ)第1163号

第3小法廷渡退恵理子宮崎朋紀令3年(オ)第1185号

第3小法廷林道晴 鷹野旭 令3年(オ)第1197号

第3小法廷林道晴 鷹野旭 令3年(オ)第1.198号
二－

第3小法廷宇賀克也一藤哲志 ｜令3年(ｵ)第1209号

第S小法廷長嶺安政森田亮 ｜令3年(ｵ)第1210号
第3小法廷渡邉惠理子船所寛生 ｜令3年(オ)第1228号

戸倉三郎
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運輸施設整備支援機構蕊蕊嬢農瀧. ’
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R3･11919

R3?･11･19

R3．11。19

R3･11．19

上告人 ｜ 被上告人主任裁判官

草野耕一

岡村和美

草野.耕一

菅野博之

草野耕一

深山卓也

深山卓也
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#'81第'小法廷|堺厭＝ ｜佐藤政達
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R3･11･25 1決定(棄却）
R3･11･･26 1決定(棄却）
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■ ■
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決定(棄却）R3．11．26菅野博之 森川さっき第2小法廷 |■ □123 ■▲

決定(棄却）宇賀克也 中嶌諏訪
第3小法廷宇賀克也 |中罵諏訪
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R3．11．30 □124 ■！
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一

独立行政法人国際協力
機構 ．

国 、



日付；令和4年1月4日

ページ： 6/6既済事件一覧表 集計期間 令和3年11月1日～ 令和3年11月30日

終局日． ｜〆 終局区分 「憲調莎藪！終局日 ・ 終局区分 憲法

決定(棄却） □｜□R3･ 11．30
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蕃号‘ 法廷 主任裁昌 官主 頼査官 事件番号 上告人 ． 、 被上告人 備考 ｜上告受理
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